
平塚市いじめ防止基本方針（概要版） 平成２６年１２月２５日（木）　　平塚市教育委員会　教育指導課

平塚市 平塚市立小・中学校

(法第12条関係) 平塚市
（法第13条関係）

第１章　基本的な考え方 第３章　いじめ防止等のために学校が実施すべき施策

１　いじめの定義 １　学校いじめ防止基本方針の策定
２　いじめに対する基本認識 ２　学校におけるいじめ防止等に関する取組の具体化に向けて
３　いじめ対策の基本理念
４　いじめ防止等に関する基本的な考え方 第４章　重大事態への対処

１　いじめの重大事態

第２章　いじめ防止等のために平塚市が実施する施策 ２　学校及び市教育委員会の対処
１　財政上の措置等　（法第10条関係） ３　調査報告を受けた市長による措置
２　相談・通報体制の整備　（法第16条第２項関係）
３　いじめの防止等のための調査研究の推進及び広報・啓発活動 第５章　いじめ防止等を推進する体制 ■学校におけるいじめ防止等に関する取組の具体化に向けて

（法第20条、第21条関係） １　学校におけるいじめ防止等のための組織（法第22条関係）
４　いじめの未然防止のための措置 ２　（仮称）平塚市いじめ防止対策連絡協議会（法第14条第1項関係） ＊いじめの未然防止のための措置

（法第15条、第16条、第19条第1項関係） ３　（仮称）平塚市いじめ対策調査委員会 ＊いじめの早期発見のための措置

５　いじめの早期発見のための措置（法第16条関係） （法第14条第3項、第28条第1項関係） ＊いじめの早期対応・早期解決のための措置
６　いじめの早期対応・早期解決のための措置 （法第23条関係） ４　（仮称）平塚市いじめ問題再調査会（法第30条第2項関係） ＊家庭、地域及び関係機関との連携 等
７　家庭、地域及び関係機関との連携（法１７条関係）
８　学校運営改善の支援
９　「（仮称）平塚市いじめ防止対策連絡協議会」の設置

（法第14条第1項関係）
10　「（仮称）平塚市いじめ対策調査委員会」の設置

（法第14条第3項、第28条第1項関係）
11　「（仮称）平塚市いじめ問題再調査会」の設置

（法第30条第2項関係） ・自殺を企図した場合

12　市基本方針の内容の点検と見直し ・身体に重大な傷害を負った場合

・金品等に重大な被害を被った場合

・精神性の疾患を発症した場合

②いじめにより児童等が相当の期間、学校を欠席

市長部局 報告

■いじめの防止等のための組織

報告

報告

平塚市いじめ防止基本方針 学校いじめ防止基本方針

【策定の目的】　児童生徒をめぐる様々な状況を踏まえ、いじめ対策の総合的かつ効果的な推進を図るために、この基本方針を策定する。

各学校は学校基本方針を策定するに当たり、保護者・地域の
方の考えを反映させ、児童生徒の意見を取り入れるなど、児
童生徒がいじめ防止等について主体的かつ積極的な参加が
確保できるように努めます。
また、策定した基本方針については保護者や地域の方に公
開し共通認識を図ることで、連携していじめ防止等の取組を
行います。

①いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害
が生じた疑いがある。

※児童生徒やその保護者から、いじめられて重大事態に
至ったという申し立てがあったときは、調査等に当たります。

（市長部局の附属機関）
報告を受けた市長から要請があった場合、学校又は対策調
査委員会が行った調査結果について、再調査に当たる。

構成員
（市長の委嘱した）弁護士、精神科医、臨床心理士、学識経
験者 等

（教育委員会の附属機関）
いじめ防止対策及び重大事態等に対する実効性を高める調査研究を行
うための委員会を定期的に開催する。また、学校でいじめの重大事態が
発生した場合は調査に当たる。

構成員
弁護士、精神科医、臨床心理士、学識経験者、心理・福祉等に関する専
門的な知識を有する者 等

■いじめの重大事態

平塚市教育委員会

■学校いじめ防止基本方針の策定

学校現場において、いじめの未然防止や早期発見に向けた取組
を効果的に推進し、発生したいじめ事案に的確に対処するため、
校内にいじめの防止等の対策のための組織を常設する。

構成員
複数の教職員、スクールカウンセラー等心理・福祉等に関する専
門的な知識を有する者、その他の関係者で構成することを基本と
する。

平塚市長

○(仮称）平塚市いじめ防止対策連絡協議会　
いじめの防止等に向けて、市、学校、地域の関係機関・団体等が連携し
た取組を円滑に進めることができるよう、いじめの防止等に関する関係
機関による情報共有、協議等を定期的に開催する。

構成員
学校、教育委員会、平塚児童相談所、横浜地方法務局西湘二宮支局、
平塚警察署、平塚警察署少年補導員連絡会、平塚市ＰТ Ａ連絡協議会
等

市長が必要があると
認めるときは再調査

○（仮称）平塚市いじめ問題再調査会　 ○(仮称）平塚市いじめ対策調査委員会　

重大事態 

平塚市議会 




